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基町地区の活性化を支援する 
若年世帯・Uターン世帯・地域貢献世帯の               

市営基町アパート入居者募集案内 

 

 

 

 

 

☆ この入居の申込みには、申込資格があります。 

☆ この「入居者募集案内」をよく読んでから、申込みをしてください。 

☆ この入居は、基町住宅地区の活性化を支援する方のための入居です。通常の

市営住宅の入居とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申込方法 

  所定の申込書に必要事項を記入の上、郵送又は持参により、申込みをしてください。 

※募集中の住戸がない場合、申込みはできませんので、下記の問合せ先又は本市

ホームページで募集中住戸の有無をご確認ください。 

※申込みには、申込書のほか必要な書類があります。 

※申込みの受付は、申込書の先着順となります。 

 

○ 申込先・問合せ先 

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市都市整備局住宅部住宅政策課基町住宅担当 

（郵送の場合は、住所は不要です。）  

電話番号：082-504-2457 

※持参による申込みの場合の受付時間は、午前 9時から午後 5時（閉庁日は除く）

までです。 

                                   

募集住宅は、広島市ホームページにてご覧いただけます。 

 

        基町アパート入居    検索   

  

 

                               

令和５年４月改定 
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この入居募集は一時使用といい、一般公募での市営住宅の入居募集とは異なります。

【次のいずれかの世帯に該当する方が申込みできます】 

自治会に加入し、地域の活動に参加していただける若年世帯、Uターン世帯、地域

貢献世帯で、入居しようとする家族全員の収入の合計が一定基準以上の世帯 

若 年 
夫婦（内縁関係・パートナーシップ宣誓者を含む。）の一方の年齢が４０歳未
満の世帯、親の年齢が４０歳未満である母子・父子世帯（配偶者及び子ども以
外の同居は不可。） 

Ｕターン 
基町アパートに居住していたことがあり（居住している者を含む。）、現在基町
アパートに居住している６５歳以上の親等（申込者またはその配偶者の３親等
以内の親族）の世話（食事の世話や買い物、通院の付き添いなど）をする世帯 

地域貢献 
現在基町アパートに居住しており、地域活動に貢献している世帯 
※ 若年世帯、Ｕターン世帯として入居した方が、入居後、地域貢献世帯と
して申し込むことも可 

 

 

 

１ 申込資格に関する基準日は「申込日」現在とします。 

２ 次のような場合、すべての申込みを無効とします。 

（１）１世帯で２通以上の申込みをした場合。 

（２）同一人の氏名が２通以上の申込書に記載されていた場合。 

３ 若年世帯、Uターン世帯、地域貢献世帯のいずれかを選択して申込みをしてくだ

さい。なお、世帯を分離しての申込みも可能です。ただし、夫婦の分離については、

Ｕターン世帯に限ります。（※Ｕターン世帯であっても、現在基町アパートに居住

している場合は夫婦の分離はできません。） 

４ 申込資格の審査にあたっては、必要に応じて関係官庁や勤務先などで事情の調査

確認をすることがあります。 

５ 申込み後の家族の増減変更は、原則として結婚・出生・死亡・転出以外は認めま

せん。 

６ 次のような場合、申込みを無効とします。また、選定（書類審査、面接等）の結

果、入居の予定者に決定された後でも失格となります。 

（１）申込資格がないとき。また、申込みから入居手続きまでの間に申込資格をな

くしたとき。 

（２）申込書に不正の記載があったとき。 

（３）申込書に申込住宅などの必要事項を記載していないとき。 

（４）面接、入居手続き、入居説明等に無断で欠席したとき。 

（５）入居手続きに必要な書類を指定期限までに提出しないとき。 

（６）所定の申込書以外で申込みをしたとき。 

（７）Uターン世帯において、世話をする親等の住戸が重複するとき。 

 

申込みにあたっての注意 

はじめに 
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７ 同居人について 

（１）Uターン世帯、地域貢献世帯にあっては、申込者またはその配偶者の３親等

以内の親族以外の同居はできません。 

（２）若年世帯にあっては、配偶者及び子ども以外の同居はできません。また、夫

婦（内縁関係・パートナーシップ宣誓者を含む。）を分離しての申込みもできま

せん。 

８ 申込書など受付した書類は一切お返しいたしません。 

９ 申込書など受付した書類の内容に不備等がある場合は、電話により確認させてい

ただくことがありますので、申込書の「電話」欄には、必ず連絡が取れる電話番号

を記入してください。 

  また、不備の内容によっては、受付せずに申込書を返送する場合もあります。修

正により、申込みが可能な場合は、不備箇所を修正の上、指定の「不備修正期間」

内に、申込先に直接ご持参ください（郵送は受け付けません）。 

  なお、不備修正期間内に持参されない場合は、申込みがなかったものとして取り

扱います。※「不備修正期間」は、申込日から５日間（閉庁日を除く）とします。 

１０ 条件付きでの申込み（婚姻予定、離婚調停中等、就職予定）については、申込

日の翌月の末日（その日が土・日・祝日に当たるときは、直後の平日）（就職予定

にあっては、申込日の 6月後の月の末日）までに当該条件が整う必要があります。 

１１ 現在市営住宅に入居中の世帯の場合は、現住宅の返還手続きを行っていただき

ます。 

 

 

次に掲げる条件すべてを満たす世帯 

（１）地域活動への参加等について、次表の要件を満たすこと。 

世帯区分 要 件 

 

 

 

若年世帯 

次のいずれかに該当すること。 

1. 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等に就任 

2. 自治会に加入し、次のすべてを満たすこと。 

・ 別表（９ページ参照）（１）に掲げるすべての行事に開

催前の準備から終了後の片付けまで参加 

・  別表（２）に掲げる活動のいずれかに参加 

・ 当番制で実施する連合町内会定例会の会場準備と地域

清掃に規定回数（年間４回～５回）以上参加 

 

 

Ｕターン世帯 

地域貢献世帯 

次のいずれかに該当すること。 

1. 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等に就任 

2. 自治会に加入し、次のすべてを満たすこと。 

・ 別表（９ページ参照）（１）に掲げるすべての行事に開

催前の準備から終了後の片付けまで参加 

・ 当番制で実施する連合町内会定例会の会場準備と地域

清掃に規定回数（年間４回～５回）以上参加 

１ 申込資格 
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（２）地域貢献世帯については、申込時点で市営基町アパートに居住しており、 

次のいずれかに該当すること。 

① 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等を引き受けている。 

② 別表（９ページ参照）（１）に掲げるすべての行事に開催前の準備から

終了後の片付けまで過去３年間以上継続して参加している。 

（３）入居しようとする世帯全員の収入の合計が一定基準以上（4 ページ参照） 

であること。 

（４）申込者本人が市町村民税を滞納していないこと。 

（５）入居しようとする世帯全員が市営住宅の家賃、市営店舗及び市営住宅等 

附設駐車場の使用料等を滞納していないこと。 

（６）入居しようとする世帯全員が暴力団員（※）でないこと。 

※ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に

規定する暴力団員をいいます。 

 

 

（１）住戸  募集中の住戸については、本市ホームページでご確認ください。 

       間取りの例は８ページをご覧ください。 

（２）家賃  ３０，０００円～４０，０００円程度 

※ 住戸によって異なるため、本市ホームページで募集中の住戸の家賃をご確

認ください。また、家賃は毎年度見直しがあります。 

 

 

申込資格を満たす期間とします。 

ただし、１年ごとに更新手続きが必要で、申込資格を満たしており、市長が基町地

区の活性化に必要であると認める場合は一時使用許可を更新します。（申込資格を満

たしている期間は、継続して入居できます。） 

また、更新手続きにおいては、更新許可申請書や地域活動等への参加状況などにつ

いての報告書及び入居時提出書類と同様の書類（5 ページ ７必要書類）を提出して

いただきます。 

なお、若年世帯又は U ターン世帯として入居した世帯が、入居後に地域貢献世帯の

申込資格を満たすことになった場合は地域貢献世帯として更新することもできます。 

  

 

書類審査及び面接（入居後の地域活動等などに関する面接を実施します。） 

 

 

（１）入居者は、自治会に加入し、地域活動に参加してください。 

（２）住宅内で犬・猫等動物の飼育等の迷惑行為をしてはいけません。 

（３）住宅を第三者に転貸し、又はその使用権を譲渡してはいけません。 

（４）住宅の現状を変更し、又は工作物を設置してはいけません。ただし、あらかじ

４ 入居者選定方法 

３ 入居期間 

２ 対象住戸等 

５ 入居にあたっての注意 
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め文書により承認を受けたときはこの限りではありません。 

（５）募集住宅は、前入居者が退去した住宅を部分的に補修し、入居していただくも

のです。そのため、住宅ごとの傷みの程度により美観や補修内容が異なっており

ますので、ご了承ください。 

（６）共益費は他の入居者と同様に入居者負担とします。（原則自治会で徴収）  

（７）家賃の支払いは、銀行等で納付書にて納めていただきます。 

   納付書は中区役所建築課から送付されます。 

（８）敷金等については、次のとおりです。 

項  目 条  件 

敷金等 
敷  金 必要なし 

共 益 費 各自治会のルールによる。 

経 費 電気・ガス・上下水道等 入居者負担 

その他 管  理 入居者が管理責任を負う 

 

 

入居の申込みには、月額収入が一定基準以上であることが必要です。 

ただし、６０歳未満の単身者等が地域貢献世帯として申し込む場合は、収入基準は

ありません。 

「月額収入」とは、年間総所得（入居しようとする世帯全員の１年分の所得の合計）

から一般控除及び特別控除の控除額の合計を差し引いた後の金額を、１２で割った金

額です。これは、国の定めたきまりに基づいて算出するものであり、一般に言われる

「手取り」などとは異なります。月額収入の計算のしかたについては、広島市市営住

宅入居者募集案内（最新版）をご覧ください。 

なお、２種類以上の所得がある方は、合算してください。 

 

月額収入＝｛年間総所得－（一般控除＋特別控除）｝÷１２ 
 

＜月額収入の基準＞ 

公営住宅を申込む場合 月額収入 １５８，０００円以上    

改良住宅を申込む場合 月額収入 １１４，０００円以上      

※ 募集する住宅は、公営住宅と改良住宅の２種類があり、収入基準が異なりますの
で、申込みされる住宅の区分をよく確認の上、申込みをしてください。なお、公
営住宅は公営住宅法により、改良住宅は住宅地区改良法等に基づき建設された住
宅であり、異なる法律のため、収入基準が異なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 収入基準 

（円未満切り捨て） 
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＜収入の種類＞ 

収入計算の対象となる収入 収入計算の対象とならない収入 

・ 国民年金、厚生年金、恩給等（ただし、遺
族年金、障害年金は対象外） 

・ 給与、賞与、残業その他の手当（アルバイ
ト、パート等の収入も含む。） 

・ 事業による所得（生命保険の外交員等の報
酬も含む。） 

・ 日雇い等による所得 
・ その他、利子・配当など継続的な収入で課
税対象になるもの 

・ 遺族年金・遺族基礎年金、障害年金・障害
基礎年金、老齢福祉年金など（ただし、課税
対象となる公的年金等は除く。） 

・ 児童手当・児童扶養手当 
・ 生活保護法による扶助費 
・ 中国残留邦人等に対する支援給付 
・ 原爆被爆者諸手当 
・ 雇用保険金、労災保険金、休業補償 
・ 仕送り 
・ 給与所得者の一定額までの通勤手当 
・ 退職所得、譲渡所得などの一時的な所得 
・ 申込日から１か月後までに勤務先を退職す
ることが確実な方のその勤務先からの収入 

 

 

（１） 申込み時に必要な書類 

必要書類 注意事項 

①住民票の写し 入居しようとする方全員の氏名、続柄の記載があるもの。 
・申込者本人の申込日現在の住所がわかるものであることが必要です。 
・住民票の写しが別々で申込者本人との続柄が判明しない場合は、戸
籍謄本等が必要です。 
※ 広島市では、各区役所の市民課・出張所で発行します。 

②収入を証明する書類 6ページの「収入を証明する書類について」をご覧ください。 
・入居しようとする方全員（扶養を受けている中学生以下の方は除く。）
について必要です。 
・失業中の方や収入のない方についても必要です。 

③市町村民税の納税証

明書（完納証明書） 

前年度分の市町村民税を完納したことがわかる証明書。 
ただし、課税されていない方は、前々年中の所得額が記載された課税
台帳記載事項証明書。申込者本人のみ必要です。 
※広島市では、各区役所内の市税事務所又は税務室・出張所で発行し
ます。 

※ Uターン世帯については、申込者本人が、市営基町アパートに居住していた又は居住
していることを証明する書類を提出していただくことがあります。 

 

○ 該当する方のみ必要な書類 

区分 必要書類 

婚約中の方 

申込日から１か月後まで

に婚姻の届出を行う方 

婚約証明書（１８ページ様式４） 

パートナーの方 パートナーシップ宣誓書受領証 

パートナーシップ宣誓書受領カード 

離婚調停中の方 

申込日から１か月後まで

に離婚の届出を行う方 

離婚調停事件受理証明書（離婚調停事件の受理日が申込日以前のも

のに限る。） 

就職予定の方 就職後の収入が分かる書類を提出してください。 

※ 事情に応じて、その他必要な書類を提出していただくことがあります。 

 

７ 必要書類 
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※収入を証明する書類について 

所得の種類によって、次のいずれかを準備してください。 

なお、２種類以上の収入がある方は、それぞれの収入を証明する書類が必要です。 

ア 給与所得の場合 

勤務開始状況 収入証明期間 収入証明書類 

 現在の勤務先に
前年１月１日以前
から採用されてい
る方 

前年１月～１２月 

次のいずれかを提出してくだ
さい。 
・前年分の源泉徴収票 
・勤務先の給与等支払証明書 
（１６ページ様式１） 

 現在の勤務先に
前年１月２日以降
に採用された方 

① 勤務を開始した月の翌月から
１年間（12か月） 

② １年未満の場合は、勤務し始め
た月の翌月から申込月の前月ま
で 

③ 採用後まだ１か月分の給与等
（採用月の翌月の給与等）を受け
ていない場合は、雇用条件に基づ
く１か月分の支払予定額 

・勤務先の給与等支払証明書 
（１6ページ様式１） 

イ 事業所得等の場合 

事業等開始状況 収入証明期間 収入証明書類 

 現在の事業等を
前年１月１日以前
から開始している
方 

前年１月～１２月 

・前年分の確定申告書の控え 
（税務署の受付印があるも
の） 

 現在の事業等を
前年１月２日以降
に開始した方 

① 事業等を開始した月の翌月か
ら１年間（12か月） 

② １年未満の場合は、事業等を開
始した月の翌月から申込月の前
月まで 

・収支内訳書 
（１７ページ様式２） 
及びこれを証明する帳簿等 
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（２） 選定（書類審査・面接等）の結果、入居の予定者の決定通知を受けた方に提

出していただく書類 

  ①請書 

  ②緊急連絡人の連絡先等を記載した書面 

③ 市営住宅一時使用許可申請書 

④ 誓約書 

⑤ 一時使用予定者決定通知書（入居の予定者として決定した方に送付した通知

書） 

⑥その他 

婚姻予定、転職予定など条件付きで申込みをされた方については、婚姻届受理

証明書又は戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、在職証明書離婚届受理証明書又

は戸籍謄本など条件が整ったことを証明できる書類 

（5ページ参照） 

 

必要に応じ、次の様式を使用してください。（1６～１８ページ参照） 

様式１ 給与等支払証明書 

様式２ 収支内訳書 

様式４ 婚約証明書 
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※時期は、目安を示しており、必要な書類の提出状況などにより前後することが 

あります。 

 

 

 

８ 申込みから入居までの流れ 

入居手続き・入居説明・鍵渡し 

入居の予定者決定通知 
 

入居手続きに必要な書類の準備 

申込み（郵送または持参） 

申込書などの受付 

書類審査 

面接（選定委員会） 

入居 

申込みから約 1 か月半後※ 

 

申込みから約２か月後※ 

 

９ 対象住戸の間取り例（反転タイプの場合もあります。） 

 

高層棟 ３K タイプ 41.85 ㎡ 
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別表 地域活動 

 
主な活動内容 主な行事等 

（１） 

基町地区社会福祉協議会・ 

連合自治会の活動 

・町内体育祭（１０月開催） 

・敬老会（９月開催） 

・原爆慰霊祭／盆踊り（８月開催） 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

① 基町学区体育協会の活動 ・グラウンドゴルフ大会（年３回）      

・ソフトボール大会（春と秋の２回）      

② 連合自治会の活動 ・定例会（毎月１回） 

・防災訓練の実施（不定期） 

・出初式への参加（年始１回）         

③ 定期的な清掃活動 ・学校の周りの清掃（年末１回）        

④ 老人クラブの活動 

（応援、準備等） 

・基町アパート周辺の清掃（不定期） 

・平和記念公園の清掃（年１回夏）         

⑤ 子ども会活動 ・球技大会への参加（年数回）        

⑥ ほのぼの基町の活動 

 

・運営委員会の会議（月２回） 

・ほのぼの花クラブ（年４回） 

・ほのぼの会食（月１回） 

・ほのぼのお茶会（第３水曜日） 

・将棋倶楽部（第２、４日曜日）        

⑦ 子どもの見守り活動 ・通学路で小学生等の登下校時の見守り（毎朝等） 

 

（注）市営基町アパートには、中層棟（４～５階建）に市営第１、第２、第１７の３

つの自治会、高層棟（８～２０階建）に第１コア～第１７コアの１７の自治会

があります。 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

基町地区の活性化を支援する者（学生を除く）の市営基町アパート一時使用申込書 

あて先 広 島 市 長  様 申込年月日 年  月  日 

                        

申 

込 

者 

住所 

〒□□□－□□□□ 

フリガナ  

連絡先 

自宅：（     ）     － 

携帯：      －      － 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
氏名 

 

１．申込住宅（広島市ホームページの対象住戸の「募集中」住宅の中から選んで記入してください。） 

市営基町アパート     号棟      号室 

２．自治会への加入（チェックがない場合は、申込みできません。） 

□ 同意する 

３．入居予定者 

 フリガナ 
続
柄 

生年月日 
年
齢 

勤務先 

年間総所得 

(１年分の所得の合計) 氏    名 

 
本
人 

 

年  月  日 

   

  円 

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

４．世帯区分（該当するものにチェックをしてください。） 

□ 若年世帯（夫婦の一方の満年齢が 40歳未満の世帯又は親の満年齢が 40歳未満の若年母子・父子世帯）  

⇒５、６へ 

□ Ｕターン世帯（基町アパートに居住していたことがあり（居住している者を含む）、基町アパートに居

住する６５歳以上の親等の世話をする者を含む世帯）  

⇒７、８へ 

□ 地域貢献世帯（一時使用の申込み時点において基町アパートに居住しており、基町地区の地域活動に

貢献している者を含む世帯） 

 ⇒７、９へ 

５．（若年世帯の方）町内体育祭、敬老会、原爆慰霊祭・盆踊りのすべてに開催前の準備から終了後の片付

けまで参加（チェックがない場合は、申込みできません。） 

□ 同意する  
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６．（若年世帯の方）地域活動（２）に掲げる主な行事等への参加について、記入してください。なお、参

加する主な行事等の数は、面接時の評価の対象となります。（できるだけ多くの活動に参加していただく

ことをお願いします。） 

７.（Ｕターン世帯、地域貢献世帯の方）入居後の地域活動等について、該当するものにチェックをしてくだ

さい。※いずれかにチェックがない場合は、申込みできません。 

   □ 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等を引き受ける。 

 □ 町内体育祭、敬老会、原爆慰霊祭/盆踊りのすべての行事に開催前の準備から終了後の片付けまで参

加する。 

８.（Ｕターン世帯の方）入居要件の調査に係る同意書（様式第 13 号）の提出（チェックをしてください。） 

 □ 提出 

９.（地域貢献世帯の方）地域貢献実績について、該当するものにチェックをつけてください。 

※いずれかにチェックがない場合は、申込みできません。 

□ 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等を引き受けている。 

（団体名 ：                 役員名等：               ） 

□ 「町内体育祭」、「敬老会」、「原爆慰霊祭/盆踊り」のすべての行事に開催前の準備から終了後の片付

けまで過去３年間以上継続して参加している。 

１０. その他、基町地区で取り組んでみたい活動等があればご記入ください。 

 

 

 

 

記載事項が事実と相違する場合は、この申請に関する一切の権利を放棄することを誓約します。 

 

宛先：広島市 都市整備局 住宅部 住宅政策課 基町住宅担当 

（問合せ先 TEL：082-504-2457  FAX：082-504-2308） 

 

（アンケートにご協力ください。） 

１．この募集を何でお知りになりましたか。 

□広島市ホームページ □募集チラシ（入手場所：         ） 

□募集案内（入手場所：         ） □市役所などの窓口（場所：         ） 

□友人・知人等の紹介（紹介者：        ）□その他（                  ） 

２．この募集や制度について、ご意見などがあればご記入ください。 
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主な活動内容 主な行事等 参加するもの 

① 基町学区体育協会の活動 ・グラウンドゴルフ大会（年３回）      
・ソフトボール大会（春と秋の２回） 

□参加 

□参加 

② 連合自治会の活動 ・定例会（毎月１回） 
・防災訓練の実施（不定期） 
・出初式への参加（年始１回） 

□参加 
□参加 

□参加 

③ 定期的な清掃活動 ・学校の周りの清掃（年末１回） □参加 

④ 老人クラブの活動 
（応援、準備等） 

・基町アパート周辺の清掃（不定期） 
・平和記念公園の清掃（年１回夏） 

□参加 
□参加 

⑤ 子ども会活動 ・球技大会への参加（年数回） □参加 

⑥ ほのぼの基町の活動 
 

・運営委員会の会議（月２回） 
・ほのぼの花クラブ（年４回） 
・ほのぼの会食（月１回） 
・ほのぼのお茶会（第３水曜日） 
・将棋倶楽部（第２、４日曜日） 

□参加 

□参加 

□参加 

□参加 

□参加 

⑦ 子どもの見守り活動 ・通学路で小学生等の登下校時の見守り（毎朝等） □参加 



（記入例）               （様式第１号） 

基町地区の活性化を支援する者（学生を除く）の市営基町アパート一時使用申込書 

あて先 広 島 市 長  様 申込年月日 令和○○年○月○○日 

                        

申 

込 

者 

住所 

〒730-8586 

広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 

フリガナ ヒロシマ タロウ 

連絡先 

自宅：（△△△）○○○－×××× 

携帯：０×０－△△△△－×××× 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：××××＠△△△.ne.jp 
氏名 広島 太郎 

１．申込住宅（広島市ホームページの対象住戸の「募集中」住宅の中から選んで記入してください。） 

市営基町アパート ○○号棟   △△△号室 

２．自治会への加入（チェックがない場合は、申込みできません。） 

■ 同意する 

３．入居予定者 

 フリガナ 続 

柄 
生年月日 

年
齢 

勤務先 

 

年間総所得 

(１年分の所得の合計) 氏    名 

ヒロシマ タロウ 本 

人 

 

昭和 59 年○月×日 

 

35 

  

広島 太郎 株式会社○× 4,400,000 円 

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族 

ヒロシマ マルコ 
妻 

 

平成 2 年○月×日 

 

29 

  

広島 マルコ  0 円 

ヒロシマ カズオ 長
男 

 

令和２年○月×日 

 

1 

  

広島 一男  0 円 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

 

 

 

年  月  日 

   

  円 

４．世帯区分（該当するものにチェックをしてください。） 

☑ 若年世帯（夫婦の一方の満年齢が 40歳未満の世帯又は親の満年齢が 40歳未満の若年母子・父子世帯）  

⇒５、６へ 

□ Ｕターン世帯（基町アパートに居住していたことがあり（居住している者を含む）、基町アパートに居

住する６５歳以上の親等の世話をする者を含む世帯）  

⇒７、８へ 

□ 地域貢献世帯（一時使用の申込み時点において基町アパートに居住しており、基町地区の地域活動に

貢献している者を含む世帯） 

 ⇒７、９へ 

５．（若年世帯の方）町内体育祭、敬老会、原爆慰霊祭・盆踊りのすべてに開催前の準備から終了後の片付

けまで参加（チェックがない場合は、申込みできません。） 

☑ 同意する  
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婚約中の方は「婚約者」、パートナーシップ宣誓

書受領証の交付を受けた方は「パートナー」と記

入してください。 



６．（若年世帯の方）地域活動（２）に掲げる主な行事等への参加について、記入してください。なお、参

加する主な行事等の数は、面接時の評価の対象となります。（できるだけ多くの活動に参加していただく

ことをお願いします。） 

７.（Ｕターン世帯、地域貢献世帯の方）入居後の地域活動等について、該当するものにチェックをしてくだ

さい。※いずれかにチェックがない場合は、申込みできません。 

   ☑ 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等を引き受ける。 

□ 町内体育祭、敬老会、原爆慰霊祭/盆踊りのすべての行事に開催前の準備から終了後の片付けまで参

加する。 

８.（Ｕターン世帯の方）入居要件の調査に係る同意書（様式第 13 号）の提出（チェックをしてください。） 

 ☑ 提出 

９.（地域貢献世帯の方）地域貢献実績について、該当するものにチェックをつけてください。 

※いずれかにチェックがない場合は、申込みできません。 

☑ 基町地区社会福祉協議会に属する団体の役員等を引き受けている。 

（団体名 ： ○○コア自治会         役員名等：会長            ） 

□ 「町内体育祭」、「敬老会」、「原爆慰霊祭/盆踊り」のすべての行事に開催前の準備から終了後の片付

けまで過去３年間以上継続して参加している。 

１０. その他、基町地区で取り組んでみたい活動等があればご記入ください。 

基町ショッピングセンターの中央広場でフリーマーケットを開催したい。 

 

 

 

記載事項が事実と相違する場合は、この申請に関する一切の権利を放棄することを誓約します。 

 

宛先：広島市 都市整備局 住宅部 住宅政策課 基町住宅担当 

（問合せ先 TEL：082-504-2457  FAX：082-504-2308） 

 

（アンケートにご協力ください。） 

１．この募集を何でお知りになりましたか。 

□広島市ホームページ ☑募集チラシ（入手場所：中央公民館      ）  

□募集案内（入手場所：         ） □市役所などの窓口（場所：         ） 

□友人・知人等の紹介（紹介者：        ）□その他 

２．この募集や制度について、ご意見などがあればご記入ください。 
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主な活動内容 主な行事等 参加するもの 

① 基町学区体育協会の活動 ・グラウンドゴルフ大会（年３回）      
・ソフトボール大会（春と秋での回） 

□参加 

□参加 

② 連合自治会の活動 ・定例会（毎月１回） 
・防災訓練の実施（不定期） 
・出初式への参加（年始１回） 

□参加 
☑参加 

□参加 

③ 定期的な清掃活動 ・学校の周りの清掃（年末１回） ☑参加 

④ 老人クラブの活動 
（応援、準備等） 

・基町アパート周辺の清掃（不定期） 
・平和記念公園の清掃（年１回夏） 

□参加 
☑参加 

⑤ 子ども会活動 ・球技大会への参加（年数回） □参加 

⑥ ほのぼの基町の活動 
 

・運営委員会の会議（月２回） 
・ほのぼの花クラブ（年４回） 
・ほのぼの会食（月１回） 
・ほのぼのお茶会（第３水曜日） 
・将棋倶楽部（第２、４日曜日） 

□参加 

□参加 

□参加 

□参加 

□参加 

⑦ 子どもの見守り活動 ・通学路で小学生等の登下校時の見守り（毎朝等） □参加 
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入居要件の調査に係る同意書（Ｕターン世帯） 

 

私は、基町地区の活性化を支援するＵターン世帯の募集に係る入居要件

の審査に伴い、次の内容について広島市にて調査・確認を行うことに同意

します。 

 

１ 市営基町アパートに居住していた（している）実績について 

居住していた（している）住宅：市営基町第  アパート     号 

居住していた（している）時期：      年頃 ～     年頃 

 

２ 現在市営基町アパートに居住している親族について 

※この申込みにおいて、親族とは、申込者又はその配偶者の３親等以内の
親族で、６５歳以上の者をいいます。 

 

住宅名：市営基町第   アパート       号室 

氏 名：                                        

続 柄：                                        

（記載例：申込者の叔父、申込者の配偶者の父 など） 

 

 

 

                年   月   日 

同意者の氏名：               印 
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様式集 

（必要に応じて使用してください。） 

 

 

〈様式 1〉給与等支払証明書 ·········· 16 

〈様式 2〉収支内訳書 ············· 17 

〈様式 4〉婚約証明書 ············· 18 

 

 



〈様式１〉

続柄

給与等の支払金額（一定額までの通勤手当その他課税対象外となる給与を除く金額で、

実際にその月に支払った金額を記入してください。）

支払年月 合　　計

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

　 年　　月

合　　計
（総 支 払 額）

給与 支払った
上記のとおり を 　ことを証明します。

報酬 支 払 う

年 月 　　日
所在地
名   称
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　－　　　　　　）

年間総所得（推定額）の計算（この欄は、記入しないでください。）

【総支払額】－【賞与】    【勤務月数】【賞与】【年間総収入(推定額)】【年間総所得(推定額)】

(　   　　 　－ 　    　　)×12÷(　　)＋(　　　　)＝(  　 　　　　)⇒(      　 　　　)

16

給料（報酬） 諸手当 賞　与

．　　． ．　　．

．　　． ．　　．

生年月日 氏　名 続柄 生年月日

．　　． ．　　．

住所 採用年月日

氏名 生年月日 年 　　月 　　日

　年 　　月 　　日 事務員・外交員・その他

所得税法上の控除（控除対象配偶者及び扶養親族を記入してください。）

氏　　名

給 与 等 支 払 証 明 書



月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 総 合 計

仕 入 金 額

家 賃

光 熱 水 費

交 通 費

通 信 費

消 耗 品 費

小　　計

　年間総所得（推定額）の計算（この欄は、記入しないでください。）

【差引純益の合計】 　　　【事業月数】 　　【年間総所得（推定額）】

（　　　　　　　　　　　）円　　×　　１２　　÷　　（　　　　　　　）月　＝　（　　　　　　　　　　　　）円

事 業 所 名

事 業 所 所 在 地

月

所 得 者 の 住 所

氏 名

　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日　事業開始年月日

月別収支内訳

1
7

収  入  金  額

<
様

式
２

>

差  引  純  益

支
　
出
　
金
　
額

収 支 内 訳 書



　　<様式４>

　　上記両名は、　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日に婚姻の予定であることを証明します。

　　年　　　　　月　　　　　日

　住　所 　　　（電話　　　　　　　　-　　　　　　　　）

　氏　名 　　　（申込者との関係：　　　　　　　　　）

18

生 年 月 日

　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

申
　
　
込
　
　
者

婚
　
　
約
　
　
者

住所

氏名

住所

氏名

生 年 月 日

婚 約 証 明 書
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